
「魅力ある職場づくり」推進に向けた各企業の取組

１.労働時間の削減の取組

毎週水曜日を福島工場ノー残業デーに設定し構内放送で帰宅を呼びかけるとともに、月1回の全社一斉早帰り

デーでは労使協調の残業パトロールを行い、業務で残っている人を確認している。

また、１か月の所定時間(7.5hr/月)外労働が45hr/月を超える社員の所属部署に対し、増員や業務分担見直し

を促すことで、特定の社員に慢性的な業務負荷が偏ることを防止している。工場全体では会議数の削減や時間の

短縮、資料削減を奨励するとともに、部署、個人の生産性向上に向けた改善策を自ら考え、実行することで残業

削減に取り組んでいる。

１人当たりの年間平均総労働時間 2019年：1903.44時間 2020年：1822.14時間

２.年次有給休暇の取得促進の取組

1回/2ヶ月の労働時間適正化委員会を開催して、社員の年次有給休暇の取得状況をフォローしている。2021

年は、全社員が年間で１２日（取得率60％)を達成することを目指している。また、３交替勤務の社員が年次有

給休暇を取得しやすい環境を作るため、前後シフトの交代勤務社員が勤務時間を穴埋めする仕組みを取り入れて

いる。

１人当たりの年次有給休暇の年間平均取得率 2019年：70.68% 2020年：89.26%（２０日取得で

100%）

３.ワークライフバランスの取組

休暇制度として、結婚・ボランティア休暇等の諸休暇制度を導入している。また、産休から復帰した社員は、

短時間勤務ができる制度を設けている。更に、法律上時効となった年次有給休暇は最大5日まで持ち越すことが

でき、最大40日まで特別休暇として積み立てられる制度は退職するまで有効利用が可能である。
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